
情報掲示板

統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル　

作
品

　

自
ら
観
察
、
調
査
し
た
結
果
を
グ

ラ
フ
に
し
、
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
て
み

ま
せ
ん
か
。

【
用
紙
の
大
き
さ
】＝

仕
上
げ
寸
法
Ｂ
２
判

＊�

詳
細
は
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
応
募
締
切
】＝
９
月
６
日（
金
）必
着

【
応
募
方
法
】＝
直
接
ま
た
は
送
付

【
応
募
・
問
合
先
】＝
県
統
計
協
会（
県

庁
統
計
課
内
）〒
８
９
０
‐
８
５
７

７　

鹿
児
島
市
鴨
池
新
町
10
‐
１

０
９
９（
２
８
６
）２
４
７
３

歴
史
資
料
館
工
作
教
室
　
　

「
風
鈴
作
り
」

【
時
】＝
８
月
３
日（
土
）

９
時
30
分
～
12
時

＊
受
け
付
け
は
９
時
15
分
か
ら

【
所
】＝
川
内
歴
史
資
料
館　

研
修
室

【
内
容
】＝
ガ
ラ
ス
絵
具
を
使
っ
て
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
風
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
風

鈴
を
作
り
ま
す
。

【
対
象
】＝
小
学
生
以
上

＊
小
学
３
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

【
定
員
】＝
先
着
15
人

【
参
加
料
】＝
４
０
０
円

【
準
備
す
る
物
】＝
絵
具
セ
ッ
ト
、
タ

オ
ル
、
筆
記
用
具

【
申
込
期
間
】＝
７
月
17
日（
水
）～
31

日（
水
）

【
申
込
方
法
】＝
直
接
、
電
話

【
問
合
先
】＝
川
内
歴
史
資
料
館

（
20
）２
３
４
４

自
衛
官

　

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
応
募
・
問
合
先
】＝
自
衛
隊
鹿
児
島

地
方
協
力
本
部
薩
摩
川
内
出
張
所

（
22
）２
４
０
１

無
料
調
停
相
談
会

【
時
】＝
８
月
３
日（
土
）10
時
～
15
時

【
所
】＝
中
央
公
民
館

【
相
談
員
】＝
民
事
調
停
委
員
、
家
事

調
停
委
員

【
内
容
】＝
損
害
賠
償
・
売
買
・
貸
借

な
ど
を
巡
る
民
事
上
の
も
め
事
、
婚

姻
・
離
婚
・
夫
婦
関
係
・
親
子
関
係

な
ど
に
関
す
る
も
め
事
な
ど
に
つ
い

て
の
調
停
に
関
す
る
相
談

【
申
込
・
問
合
先
】＝
川
内
調
停
協
会

（
22
）２
１
５
４

鹿
児
島
地
方
法
務
局　
　
　

登
記
相
談【
要
予
約
】

【
時
】＝
毎
週
火
・
水
・
木
曜
日

９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
16

時
30
分

＊
祝
日
は
除
く

【
所
】＝
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

【
予
約
方
法
】＝
電
話

＊�

受
付
時
間
は
、
平
日
８
時
30
分
～

17
時
15
分

【
予
約
・
問
合
先
】＝
鹿
児
島
地
方
法

務
局
川
内
支
局

（
23
）６
３
８
１

特
設
人
権
相
談
所
・　
　
　

派
遣
登
記
所
開
設

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局
と

川
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
に
よ
る
、

特
設
人
権
相
談
所
・
派
遣
登
記
所
が

開
設
さ
れ
ま
す
。

【
時
・
所
】＝

▼
７
月
25
日（
木
）10
時
～
15
時

　

上
甑
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
７
月
26
日（
金
）10
時
～
15
時

　

里
公
民
館

【
問
合
先
】＝

▼
鹿
児
島
地
方
法
務
局
川
内
支
局

　

（
22
）２
３
０
０

▼�

里
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活
Ｇ

（
内
線
３
２
１
）

▼�

上
甑
支
所
地
域
振
興
課
市
民
生
活

Ｇ（
内
線
３
１
０
）

ぴ
あ
保
護
者
会

　

子
ど
も
の
不
登
校
や
適
応
症
状
・

発
達
に
関
す
る
こ
と
な
ど
一
人
で
悩

ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
時
】＝
７
月
20
日（
土
）15
時
～
17
時

【
所
】＝
す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

（
保
健
セ
ン
タ
ー　

西
開
聞
町
）

【
対
象
】＝
小
・
中
学
生
の
子
ど
も
を

持
つ
保
護
者

＊
参
加
無
料

【
問
合
先
】＝
ぴ
あ
保
護
者
会　

サ
ポ

ー
ト
グ
ル
ー
プ　

ス
ク
ー
ル
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー（
市
教
委
）　

野の

平び
ら

０
９
０（
１
８
７
２
）５
９
１
８

お
し
ゃ
べ
り
カ
フ
ェ　
　
　

「
だ
ん
で
会
」

　

不
登
校
や
子
育
て
に
関
す
る
こ
と

な
ど
一
人
で
悩
み
を
抱
え
込
ま
ず
、

一
緒
に
話
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
お

子
様
連
れ
で
も
大
丈
夫
で
す
。

【
時
】＝
７
月
20
日（
土
）18
時
～
21
時

【
所
】＝
す
こ
や
か
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ

（
保
健
セ
ン
タ
ー　

西
開
聞
町
）

【
対
象
】＝
不
登
校
や
子
育
て
に
悩
む

保
護
者
と
そ
の
関
係
者

＊
参
加
無
料

【
問
合
先
】＝
サ
ー
ク
ル
だ
ん
で
ら
い

お
ん　

竹た
け
は
ら原

０
５
０（
５
５
７
９
）６
２
８
５

戦
没
者
遺
児
に
よ
る　
　
　

慰
霊
友
好
親
善
事
業

　

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
で
は
、

先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し
た
戦

没
者
の
遺
児
を
対
象
に
、
旧
戦
域
を

訪
れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も
に
、

同
地
域
の
住
民
と
友
好
親
善
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て「
戦
没
者
遺

児
に
よ
る
慰
霊
友
好
親
善
事
業
」を

行
っ
て
い
ま
す
。

【
参
加
料
】＝
10
万
円

【
対
象
】＝
今
回
の
事
業
実
施
地
域
で

父
な
ど
を
亡
く
し
た
戦
没
者
遺
児

＊�

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
申
込
・
問
合
先
】＝
県
遺
族
会

０
９
９（
８
１
２
）８
２
９
２

お
知
ら
せ

情報掲示板

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
更
新
な
ど

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
更
新

　

新
し
い「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
」を
７
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま

す
。
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で
、

８
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊�

新
し
い
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

は
、令
和
２
年
７
月
31
日
ま
で（
令

和
２
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に

到
達
さ
れ
る
方
は
、
誕
生
日
の
前

日
ま
で
）

＊�

就
学
の
た
め
に
他
市
町
村
へ
転
居

し
、
マ
ル
学
被
保
険
者
証
が
必
要

な
方
は
手
続
き
が
必
要

入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
診
さ

れ
る
皆
さ
ん
へ

　
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
、
保
険
適
用
分
の

医
療
費
の
窓
口
負
担
が
、
高
額
療
養

費
の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
の
支
払

い
で
済
み
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

に
は
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
で
済
み
、
入
院
時
の

食
事
代
を
減
額
す
る「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」が
交
付

さ
れ
ま
す
。

　

現
在
、
国
民
健
康
保
険
で
交
付
し

て
い
る
こ
れ
ら
の
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日（
水
）ま
で
で
す
。

　

引
き
続
き
必
要
な
方
は
、
改
め
て

交
付
の
申
請
が
必
要
で
す
。

【
申
請
受
付
】＝
７
月
１
日（
月
）か
ら

事
前
受
け
付
け
を
し
て
い
ま
す
。

＊�

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
は
８
月

１
日
を
基
準
と
し
て
い
る
た
め
、

７
月
申
請
分
も
交
付
は
８
月
以
降

に
な
り
ま
す
。

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
保
険
年
金

課
国
保
Ｇ（
内
線
２
８
４
２
・
２
８

４
３
）

ね
た
き
り
老
人
介
護
手
当　

支
給

　

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

＊�

特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
経
過
的

福
祉
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
対
象
外
で
す
。

【
要
件
】＝

▼�

在
宅
の
要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者

共
に
本
市
に
１
年
以
上
住
所
を
有

し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ

た
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
、
基
準

日（
８
月
１
日
）か
ら
過
去
６
カ
月

間
に
３
カ
月
以
上
継
続
し
て
介
護

し
て
い
る
こ
と

▼�

要
介
護
高
齢
者
・
介
護
者
と
同
一

世
帯
の
世
帯
員（
同
居
者
）全
員
が
、

市
民
税
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
こ
と

【
支
給
額
】＝
６
万
円

【
申
請
期
間
】＝
８
月
１
日（
木
）～
30

日（
金
）

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

【
必
要
な
物
】＝
介
護
者
の
印
鑑（
ス

タ
ン
プ
印
を
除
く
）、
介
護
者
名
義

の
通
帳

【
申
請
・
問
合
先
】＝
本
庁
高
齢
・
介

護
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
Ｇ（
内
線
２

６
７
３
）ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興

課川
内
駅
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
の
利
用
予
約
の
開
始

と
予
約
に
関
す
る
説
明
会

　

令
和
２
年
９
月
の
運
営
開
始
を
予

定
し
て
い
る
川
内
駅
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー
の
利
用
に
つ
い
て
、
本

年
９
月
か
ら
予
約
の
受
け
付
け
を
開

始
し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
に
併
せ
て
新
た
な
予

約
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
、
川
内
駅

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
予
約

に
関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
時
】＝
８
月
１
日（
木
）19
時
～
21
時
、

８
月
２
日（
金
）10
時
～
12
時

【
所
】＝
川
内
文
化
ホ
ー
ル
第
１
会
議

室【
対
象
】＝
ど
な
た
で
も
可

＊
申
し
込
み
不
要

＊
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
施
設
課
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
施
設
Ｇ（
内
線
６
０
６
・
６

２
２
）

【
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
問

合
先
】＝
株
式
会
社
セ
イ
カ
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

０
９
９（
８
０
３
）９
４
８
８

狩
猟
免
許
試
験

　

狩
猟（
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
を

わ
な
・
銃
器
で
捕
獲
）を
す
る
場
合

は
、
狩
猟
免
許
の
取
得
が
必
要
で
す
。

【
時
】＝

▼�

事
前
講
習
会
＝
８
月
18
日（
日
）

　

９
時
か
ら

＊
受
け
付
け
は
８
時
30
分
か
ら

▼
試
験
＝
８
月
25
日（
日
）９
時
か
ら

【
所
】＝
北
薩
地
域
振
興
局

＊�
免
許
試
験
・
講
習
会
共
に
有
料
で

す
が
、
講
習
会
の
う
ち
、
わ
な
猟

に
つ
い
て
は
一
部
助
成
が
あ
り
ま

す
。

＊�

一
部
助
成
に
つ
い
て
は
、
人
数
に

限
り
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
期
間
】＝
７
月
16
日（
火
）～
８

月
９
日（
金
）８
時
30
分
～
17
時
15
分

＊
土
・
日
曜
日
を
除
く

【
申
請
・
問
合
先
】＝
北
薩
地
域
振
興

局
林
務
水
産
課
林
務
係

（
25
）５
５
０
９

【
講
習
会
の
問
合
先
】＝
薩
摩
川
内
市

猟
友
会　

有あ
り

馬ま

０
８
０（
５
６
０
２
）２
９
１
９

【
一
部
助
成
の
問
合
先
】＝
本
庁
農
政

課
農
業
振
興
Ｇ（
内
線
４
２
２
２
）

広
報
電
話
を
活
用
く
だ
さ
い

　

左
表
の
情
報
が
い
つ
で
も
聞
け
る

よ
う
広
報
電
話
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

＊�

ダ
イ
ヤ
ル
式
電
話
ま
た
は
内
線
専

用
電
話
か
ら
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
先
】＝
本
庁
広
報
室
広
聴
広
報

Ｇ（
内
線
６
３
２
）

相
　
談

募集種目 応募資格 応募期間 試験日程

一般曹
候補生 18歳以上33歳

未満の方

９/ ６（金）
１次：9/21（土）
２次：10/11（金）～ 16（水）
＊いずれか１日を指定されます。

自衛官
候補生

年間を通じて
行っています。 応募受付時にお知らせします。

航空学生

海： 高卒（見込み含む）で、
　　23歳未満の方
空： 高卒（見込み含む）で、
　　21歳未満の方

９/ ６（金）

１次：9/16（月）
２次：10/15（火）～ 20（日）
３次：（海）11/22（金）～ 12/18（水）
　　　（空）11/16（土）～12/19（木）

＊年齢は、令和２年４月１日現在 

対　象 交付の条件 手続きに必要なもの

国民健康保険
被保険者

【70歳未満】

申請時に、国民健康保険税
に滞納がないこと ・国民健康保険被保険者証

・ マイナンバーカードまた
は通知カード

・ 領収書（市民税非課税世
帯で、過去１年間の入院
日数が90日を超える方）

国民健康保険
高齢受給者

【70歳以上】

世帯主と国民健康保険加入
者全員の令和元年度市民税
が非課税の方または保険証
の負担割合が｢３割｣の方

広報電話   0120（894）256
番　組　表

21 当番医（日曜日・休日）

22 夜 間 救 急 当 番 医

23 歯 科 医 の 休 日 診 療

24 水道サービスセンター

22広報薩摩川内　2019.7.1023 2019.7.10　広報さつませんだい


